
業務委託名：

回　　　　　　答

履行完了済みの書類のみ可とします。

管理用PC：東芝、PB65HNB11R7AD11
スイッチングハブ：アライドテレシス、
FS705TX　V2
パトライト：パトライト、NHM-3FB-RYG
UPS:オムロン、BN50S
J-ALERTに係るすべての機器：IMAGENICS、
DA-144（音声分配器）

資料等の提供については契約後要協議とな
りますが、既設機器の設定による対応不可
が生じないことが条件です。

放送する警報の種類の開示については契約
後要協議となりますが、放送する警報の種
類による対応不可が生じないことが条件で
す。

現行の保守点検業者の情報については、契
約後要協議とします。
動作試験の日程調整については、市が主体
で行います。

音声分配器（IMAGENICS、DA-144）を含み
ます。

防災無線自動起動機は含まれません。

必要です。
履行完了済みの書類のみ可とします。
全国瞬時警報システム（J-ALERT）受信機
更新業務に関する実績書類を２部提出くだ
さい。
その他詳細は、公告書類のとおりです。

更新する受信機の台数は１台ですが、内訳
書については、仕様書に記載するすべての
業務を含め１式としています。

質　問　・　回　答　書

全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）受信機更新業務委託

質　問　事　項

・入札参加資格申請書に記載する履行実
績は稼働中案件でも問題ないでしょう
か。

・J-ALERT受信機に関連する既存設備（仕
様書別表1を含む）の構成やメーカー、型
番をご教示いただけますでしょうか。

・第1章・第8条に「保守の範囲は、別表
１のとおりとし」とあり、別表1には
「6.J-ALERTに関わる全ての機器」と記載
がございます。この全ての機器には、既
設の自動起動装置は含まれますでしょう
か。含まれる場合は、既設業者のみが応
札出来る内容と承知致します。

・仕様書第5章第1条に「既設機器と同様
の内容で設定すること」とありますが、
現行のJ-ALERT受信機の詳細な設定値一覧
等を提供いただくことは可能でしょう
か。

・緊急情報を受信した際、防災行政無線
から放送する警報の種類を開示いただけ
ますでしょうか。
（例：注意報は放送無し、警報はありな
ど）

・仕様書第5章第2条にある「既設保守点
検業者」との立会いおよび動作試験につ
いて、現行の保守点検業者の情報（社名
等）を開示いただくことは可能でしょう
か 。また、調整や試験実施の際の連絡等
は、市が主体となって行っていただける
という認識でよろしいでしょうか 。

・仕様書別表1の保守対象機器にある「J-
ALERTに係る全ての機器」には、具体的に
どこまでの機器が含まれるでしょうか 。
対象機器の具体的なリストをご教示いた
だけますでしょうか。

<公告>４(3)提出書類
履行実績･･･と記載がありますが、こちら
は不要と考えて宜しいでしょうか。もし
必要な場合はどのような実績が必要かご
教示ください。

〈内訳書〉
内訳書が1式となっていますが、更新する
機器はJalert受信機1台のみと考えて宜し
いでしょうか。



保守点検の内容は、動作確認及びパトライ
トやスピーカー等の機器との接続確認に加
え、防災行政無線側との連携確認です。ま
た、上記含む更新作業については、本シス
テムが正しく作動することが重要であるこ
とから、作業は複数人で実施し、ダブル
チェックが行える体制としてください。
詳細の開示については、契約後要協議とし
ます。

立会費用は本業務には含まれません。

音声分配器（IMAGENICS、DA-144）を含み
ます。

既存機器に故障が発生した場合の復旧に関
わる現地作業等は、お見込みのとおりで
す。
また、既存機器の修理に要する部品単価が
10,000円未満の場合は本業務の範囲内とし
ます。

図面等の提供については契約後要協議とな
りますが、図面等の内容による対応不可が
生じないことが条件です。

※　守口市危機管理室　Email：bousai@city.moriguchi.lg.jp

<仕様書>第5章第2条
既設保守点検業者立会いのもと保守点検
と同様の内容で･･･と記載がありますが、
保守点検の内容をご教示いただけますで
しょうか。

〈仕様書〉第5章第2条
既設保守点検業者立会いのもと･･･と記載
がありますが、立会費用は本業務で支払
が発生しないと考えて宜しいでしょう
か。費用を含める場合には、既設保守点
検業者の連絡先をご教示いただけますで
しょうか。

(別表１)
６J-ALERTに係る全ての機器の具体的な機
器をご教示ください。

<仕様書>第1章総則 第8条契約の範囲につ
いて
R7年度の保守範囲について
別表1の項番2～6の既存機器に故障が発生
した場合、サービスの復旧に関わる現地
作業等については本業務の範囲と理解し
ていますが、"既存機器の修理費は本業務
の範囲外"との認識でよろしいでしょう
か。

システム構成図、ラック実装図などの図
面を開示いただくことは可能でしょう
か。


